
草加都市計画地区計画の変更（草加市決定） 

 

都市計画新田駅東口地区地区計画を次のように決定する。 

決 定 告 示 年 月 日 

平成２８年１２月１２日 

名  称 新田駅東口地区地区計画 

位  置 草加市金明町字道下の一部 

面  積 約 9.5ha 

地 区 計 画 の 

目 標 

本地区は草加市の北部、東武伊勢崎線新田駅東口に位置する、市北部の広域的な生活圏

の中心にある地区である。 

本地区計画では、新田駅東口土地区画整理事業による事業効果を維持増進するととも

に、駅周辺の商業業務地としてのにぎわいの誘導を図りながら、住環境との調和に努め、

良好な市街地の形成を図ることを目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土 地 利 用 の 

方 針 

地区の特性に応じて、次の方針により土地利用を誘導する。 

駅前地区 

 敷地の細分化の防止を図りつつ、商業業務機能の誘導を図り、にぎわい空間の形成を図

る。 

一般地区Ａ 

敷地の細分化の防止を図りつつ、生活利便性の向上を図る店舗等の商業業務施設と住宅

とが調和した、安心・安全で良好な市街地の形成を図る。 

一般地区Ｂ 

敷地の細分化の防止を図りつつ、沿道型の商業業務施設の立地を誘導し、後背部の住宅

地の居住環境と調和した、安心・安全で良好な市街地の形成を図る。 

建 築 物 等 の 

整 備 方 針 

地域核としての商業業務機能を備えた、安心・安全で良好な市街地の形成を図るため、

建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の

意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。 
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名称 幅員 延長 備考 

区9-1号線 9～15ｍ 約203ｍ  

区9-2号線 9ｍ 約111ｍ  

区6-2号線 6ｍ 約74ｍ  

区6-3号線 6ｍ 約46ｍ  

区6-5号線 6ｍ 約116ｍ  
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地
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区 
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名称 
駅前地区 

(近隣商業地域) 

一般地区Ａ 

(近隣商業地域) 

一般地区Ｂ 

(第一種住居地域) 

面積 約2.0ha 約4.1ha 約0.2ha 

建 築 物 等 の 

用 途 の 制 限 
 

 次に掲げる建築物は建築
してはならない。 
１ 麻雀屋、ぱちんこ屋、
射的場、勝馬投票券発売
所、場外車券発売所その
他これらに類するもの 

２ 倉庫業を営む倉庫 

 

建 築 物 の 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

100㎡ 

 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 
⑴ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用
する土地。 

⑵ 本地区計画の都市計画決定告示日以前から、現に建築物の敷地として使用されてい
る土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて
建築物の敷地として使用するならば、当該規定に適合しないこととなる土地につい
て、その全部を一の敷地として使用するもの。 

⑶ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による仮換地の指定又は換地処分
を受けた土地で、当該規定に適合しないこととなる土地については、前号の規定を準
用する。 

建 築 物 等 の 

形態又は色彩 

その他の意匠の

制 限 

⑴ 建築物の外壁等及び屋根の色彩は、原色を避け、草加市景観計画に沿ったものとす
る。 

⑵ 屋上設置物及び工作物は、外部から直接見えにくい形態とする。 
⑶ 屋外広告物は、埼玉県屋外広告物条例に沿って、周囲の環境・景観と調和したもの
とする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路に面する側に設ける垣又はさくの構造は、原則として次の各号のいずれかに掲げ
るものとし、美観を損ねるおそれのないものとする。ただし、公共公益上やむを得ない
もの、又は門柱及び門扉については、この限りではないが、美観を損ねるおそれのない
ものとする。 
⑴ 生垣 
⑵ フェンスその他これに類する透視性のあるものとし、その全体の高さは、道路面か
ら1.5ｍ以下とする。ただし、その基礎を構築する場合は、道路面から0.6ｍ以下の
高さとする。 

「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり」 

 

理 由  新田駅東口土地区画整理事業による事業効果を維持増進するとともに、駅周辺の商業業務地としてのにぎ

わいの誘導を図りながら、住環境との調和を図り、良好な市街地の形成を図るため、地区計画を新たに定め

るものです。 



理  由  書 

 

本理由書は、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に基づき、

草加都市計画地区計画の変更（草加市：新田駅東口地区）についての理由を示したものです。 

 

Ⅰ．草加都市計画区域における位置等 

草加都市計画区域に含まれる土地の区域は、草加市、八潮市及び三郷市の行政区域の全域です。 

 

【草加市：新田駅東口地区】 

本地区は草加市の北部、東武伊勢崎線新田駅の東口地区であり、北側を３・４・１６草加北通

線（計画幅員16ｍ）、東側を３・５・２３足立越谷線（計画幅員15ｍ）、南側を県道金明町鳩ケ谷

線（幅員16ｍ）、西側を東武鉄道伊勢崎線に接する区域です。 

 

Ⅱ．変更理由 

【草加市：新田駅東口地区】 

本地区において、地域核としての商業業務機能を備えた、安心・安全で良好な市街地の形成を

図るため、地区計画を新たに定めるものです。 

種 類 
新 旧 

備 考 
面 積 面 積 

地区整備 

計画 

駅前地区  約2.0ha 

一般地区Ａ  約4.1ha 

一般地区Ｂ  約0.2ha 

 約6.3ha増 

 

Ⅲ．変更内容 

【草加市：新田駅東口地区】 

本地区は、新田駅東口土地区画整理事業による事業効果を維持増進するとともに、駅周辺の商

業業務地としてのにぎわいの誘導を図りながら、住環境との調和に努め、良好な市街地の形成を

図るため、駅前地区、一般地区Ａ、一般地区Ｂの３地区に区分し、それぞれの特性に応じて土地

利用を誘導します。 

 

Ⅳ．関連する都市計画 

本地区の地区計画の変更とあわせ、以下の都市計画を定める予定です。 

 

① 準防火地域（草加市決定） 

建築物の不燃化を促進し、安心・安全の災害に強いまちづくりを進めるため、準防火地域

を指定します。 










